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北海道教育大学では、随意契約見直し計画の推進により、これまで競争性のない随意

契約を行ってきたものについて一般競争入札等の競争性のある契約方式への移行を推進

してきたところであります。

一方で、一般競争入札等を実施した結果、一者応札・一者応募となる事例が見受けら

れることから、次のとおりその改善方策を定め、公表することとしました。

１．公告期間の十分な確保

現在、公告期間については、原則１０日間以上確保しているところですが、準備期間

をさらに確保できるようにするため、公告期間をできる限り長く設定するよう努めます。

２．履行期間の十分な確保

業務内容に応じ、入札日から納入期限までの期間を十分に確保するよう努めます。

また、十分な履行期間を確保するためにも早期の執行に努めます。

３．その他

入札参加資格等の応募要件・契約条件については、競争を事実上制限することのない

よう十分留意して設定しているところですが、今後とも業務内容を勘案し、過度の制約

とならない必要最小限のものとなるよう留意します。


